
2024 年 1 月 31 日 

お取引先様各位 

株式会社ＬＩＸＩＬ 

取締役代表執行役社長兼 CEO  

瀬戸欣哉 

（お知らせ）適正な取引価格の取決めに関する弊社の方針について 

拝啓 時下ますますご清祥のことと拝察いたします。日頃から格別のご高配を賜り、心よりお礼申し上げ

ます。 

さて、弊社では、お取引先の皆様との共存共栄の関係構築を目指し、「LIXIL調達方針」を定め、また

「パートナーシップ構築宣言」を公表しております。 

昨今、原材料価格やエネルギーコストの変動、不安定な為替相場、地政学リスクの高まりなど、国内外

において市場環境が大きく変化する状況において、サプライチェーン全体における共存共栄関係の構築を

実現するためには、公正・公平な取引、特に適正な取引価格の取決めの重要性がさらに増していることか

ら、弊社として積極的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

つきましては、下記のとおり、弊社の基本的な取引方針を改めてご説明申し上げます。 

敬具 

記 

 市場環境の変動に応じて、原材料価格、エネルギーコスト、労務費等の増減を十分に考慮し、かつ、

お取引先様と誠実な協議を行ったうえで、合理的な算定方式に基づき取引価格を設定します。 

 定期的な価格協議を実施するとともに、原材料価格、エネルギーコスト、労務費等の上昇を理由にお

取引先様から取引価格の引上げを求められた場合には、誠実に協議します。また、取引価格の引上げ

を求められたことを理由として不利益な取扱いはしません。 

 その他、法令及び行政機関の定めるガイドラインを遵守するとともに、パートナーシップ構築宣言に

基づく施策を進めてまいります。 

 

以上、今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

本書面についてご不明な点がありましたら、下記記載の宛先までご連絡ください。 

＜お問い合わせ先＞ 

㈱LIXIL 間接購買・購買管理部  メールアドレス：sh10684＠lixil.com 

 

※弊社では、お取引先の皆様から、弊社のコンプライアンス違反に関する相談や通報を受け付けています。万一、弊

社従業員のコンプライアンス違反に接した場合、その他本書に違反する不誠実な扱いを受けた場合は、弊社の通報・

相談窓口にお知らせください。速やかに事実を調査し、問題がある場合は是正致します。 

https://www.lixil.com/jp/about/governance/pdf/Procurement_Principles_jp.pdf
https://www.biz-partnership.jp/declaration/14635-05-15-tokyo.pdf
https://www.lixil.com/jp/impact/foundation/supply_chain.html#compliance_hotline
https://www.lixil.com/jp/impact/foundation/supply_chain.html#compliance_hotline

